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病院名 地方独立行政法人 神戸市民病院機構
神戸市立医療センター 中央市民病院

所在地 神戸市中央区港島南町二丁目１番地１

病床数 768床【一般 750床、感染 10床（第一種 2床・第二種 8床）
 精神科身体合併症 8床】

施設概要 本館（地上9階・地下1階）、北館（地上4階）
南館（地上５階）研修棟（地上3階）

診療科 34診療科

臨床指標
(2024年度)

延外来患者数  421,393人
救急外来患者数    27,555人
救急車受入数  8,289人
延入院患者数                    242,219人
病床利用率                             88.5％
平均在院日数                         11.7日
手術件数                             10,253件
紹介率                                    78.9％
逆紹介率                               141.4％

医師405名、看護師1,225名、その他医療職等を含み職員総数2,249名

当院の概要



基本理念
神戸市立医療センター中央市民病院は、神戸市の基幹病院として市民の生命と
健康を守るため、患者中心の質の高い医療を安全に提供する

基本方針
１．患者の生命の尊厳と人権を尊重する
２．充分な説明に基づき、満足と信頼が得られる医療を安全に提供する
３．基幹病院としての機能を果たすため、高度・先端医療に取り組む
４．24時間体制での救急医療を実践する
５．医療水準の向上を目指し、職員の研修・教育・研究の充実を図る
６．地域の医療・保健・福祉機関との相互連携を進める

当院の概要

地域医療
支援病院

救命救急センター
指定病院

病院機能評価
認定施設

災害拠点病院
地域がん診療
連携拠点病院

総合周産期母子
医療センター

第一種感染症
指定病院



当院の概要
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◼ 神戸市（地方独立行政法人神戸市民病院機構評価委員会）による評価において、コロナ禍対応に注力
した令和2年度以降 4年連続してランクSを獲得

◼ 令和7年4月に厚生労働省から発表された「救命救急センターの評価」において、11年連続での最高
得点 （第１位） の評価を獲得

◼ 日本医療教育プログラム推進機構（JAMEP）が実施する基本的臨床能力評価試験 （GM-ITE®︎） に
おいて、令和4年以降 3年連続して総合成績全国1位

◼ Newsweek 「World’s Best Hospitals ２０２３，2025」  にランクイン



本日の内容
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進め方の検討

職員の意識改革

実態把握

業務改革の推進

（１） 働き方改革検討委員会の設置

（２） 病院方針とグランドルールの設定

（３） 労務管理の適正化

（４） 業務改革の推進

（５） タスクシフト/シェア

(６) 勤務環境の改善

１．働き方改革に関する当院のこれまでの主な取り組み

２．今後の検討事項と課題
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(１) 働き方改革検討委員会の設置 

※具体的方策を制度化し、早期導入を図るために３つのワーキンググループを設置

① 労働時間短縮計画策定ＷＧ (時間外勤務削減、タスクシフトの推進等)

② ＩＣＴを活用した業務改革ＷＧ （スマホ、勤怠管理システム導入等）

③ 働きやすい環境構築ＷＧ （設備・備品改善、福利厚生アンケートの実施等）
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当初の

課題

時間外勤務の削減だけでなく、医師の働き方改革を前向きに進め、
多面的で本質的な業務改善に取り組む、病院のマネジメント改革が必要

病院全体で働き方改革を推進するために「働き方改革検討委員会」を設置
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(２) 病院方針とグランドルールの設定
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職員ひとりひとりが働き方改革を主体的に進めていくことができるよう

「病院方針」及び「グランドルール」を策定

（当院における特例水準申請の状況）

診療科の実情等を踏まえ、働き方改革検討会等で議論を重ねた上で、８診療科で特例水準の申請を

行っている。

 ①循環器内科 ②小児科  ③外科   ④心臓血管外科

 ⑤脳神経外科 ⑥整形外科    ⑦産婦人科 ⑧麻酔科

病院方針
全ての診療科医師が、原則Ａ水準 （年間時間外労働960時間以内） を 

 目指し、その範囲内で臨床、研究、教育を実践していく



(２)病院方針とグランドルールの設定
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（１） 意識改革、職場風土改革

「長時間労働＝美徳」ではなく、心身共に健康でワークライフバランスの取れた働き方を推奨

当直明けは速やかに業務を処理し、必ず午前中に退勤する

（２） 時間外勤務申請・管理の適正化 （労働時間と非労働時間の明確化等）

原則として時間外勤務の申請・承認は毎日行い、その日にできない場合も必ず翌出勤日に行う

時間外勤務が1 日１時間を超える場合は、理由を具体的に記載する

労働時間と非労働時間（自己研鑽等）を明確に区別し(次項で詳述)、業務命令に基づく適切な労働のみを時間外勤務

として入力する

        時間外勤務の対象外（自己研鑽、兼業、休憩等）となる在院時間についても必ず入力し、打刻時間との乖離をなくす

（３） 健康管理

年休５日以上、リフレッシュ休暇５日、計年10日以上の有給休暇を取得する

休日に長時間の時間外勤務や当直業務を行った場合、積極的に振替休日を取得する

グランドルール （主なもの）



時間外勤務の類型 ： 当院グランドルールより抜粋 
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自己研鑽の定義 ： 当院グランドルールより抜粋 

• 時間外勤務として認められるもの

とそうでないものを具体的に示す

• 特に自己研鑽については定義を

詳細に記載

• 基本的に自己研鑽として扱う内容

の中でも、業務との関連性が高い

ものは労働時間として取り扱う

• Q/A形式で提示
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運用を通して部局間の
格差を修正し均てん化
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(３) 労務管理の適正化

労務管理における従前の課題

● 出退勤打刻と時間外申請の乖離していても気が付かない

● 法定での時間外労働の時間がわからない

● 勤務間インターバルが確保できているかチェックできない

● 管理職が職員の休暇取得状況を把握できない

●  電子カルテ端末でしか各種申請（時間外・休暇）がおこなえない
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(３) 労務管理の適正化

勤怠管理システムの導入 （２０２２年１０月）

① 出退勤打刻と勤務時間の乖離が１時間以上の場合、システムで警告表示

② 所定労働時間に加え、法定労働時間の確認が可能

③ 勤務間インターバルの計算・アラート通知が可能

④ 有給休暇の付与日数・要取得日数・消化日数を表示

⑤ 院内ネットワークに接続されたPC・スマートフォンから各種申請が可能

16



(３) 労務管理の適正化

産業医面談の実施 （2024年2月より雇用）

（１） 勤怠システム上にアラートが発出され面談予約を判断

・月の時間外勤務が80時間に近づくと、勤怠システムにアラートが発出

さらに、業務用スマホのチャットラックアプリでも表示される

（２） 面談の実施と所属へのフィードバック

・事前に「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」を産業医に提出

・産業医は、面接後「面接指導結果報告書」を作成し、所属長に送付

・所属長は「面接指導結果報告書」の内容を確認し、必要に応じて就業上の措置を行い、

措置した内容を産業医にフィードバック

※面接指導の結果、1週間の休業を命じられた事例もあり、面接指導本来の目的である

 医師のバーンアウトを防止する効果があったと考える
17
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(４) 業務改革の推進

① 主治医制から複数担当制/チーム制へ移行

⚫ 医師の負担が分散チームでの情報共有により、質の高い医療提供に繋がる

⚫ 病棟で重症患者が生じた際、主治医外でも対応できる体制により、時間外勤務を縮減

② 勤務時間内での患者への症状説明

⚫ 医師による病状の説明、手術・検査等の説明は、原則平日の１７時３０分までに実施

⚫ 患者・家族へは、病院HP、院内掲示及び院内放送等で理解と協力を呼びかけ

⚫ 2024年度からは、全ての病院職員の働き方改革を推進するため、医師以外の病院職員から行う

在宅療養に向けての支援や転院調整に関する面談等も、原則平日の１７時３０分までに実施

③ 時差出勤の導入

⚫ 特定の診療科では、毎朝のカンファレンス（8:00～8:50）によって固定残業（月約15時間）が発生

⚫ 勤務時間を8:00～16:45に変更したことで、固定残業時間が削減できた
19



(４) 業務改革の推進

④ カンファレンス／委員会の見直し

⚫ 勤務時間内での実施、所要時間の短縮

⚫ 委員会はコアメンバーによる対面開催とし、その他の委員は書面開催とすることで、

会議運営を効率化

⚫ 定例報告は書面開催で実施

⑤ ICTの活用

⚫ 看護部共有iPad 310台導入 （2022年 4月）

⚫ グループウェア導入  （2022年11月）

⚫ スマートフォン  650台導入 （２０２３年 6月）

20



ICTを活用した取り組みの例 ①

看護部共有iPadの導入
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導入前

✓ 電子化が進み、師長の事務連絡の負担が軽減

✓ 各種証明願や通勤届変更等の電子申請の促進による

事務が効率化

✓ e-learning アプリなど、各病棟で必要なアプリを

インストールしており、いつでも自己学習できるようになった

看護部では師長から担当者へ紙や口頭にて事務連絡をしていた

導入後



• 病棟毎の空床状況

• 患者の移動情報

• 看護師の業務量

• 患者の重症度や入院間・

退院調整状況

集計を8枚のタイルにリアルタイム表示

病棟稼働率と空床一覧 病床稼働率傾向分析

DPC一覧 患者重症度スコア

入退院・転入出の一覧化 看護業務量

当日の病棟イベント 入院患者の管理

DXを駆使した病床管理システム
Volume Control Center (VCC)



ICTを活用した取り組みの例 ②

グループウェア(チャット)を活用した情報発信

✓ プロジェクトや部署ごとにルームを作成することで、リアルタイムでの情報共有・議論が可能

✓ 院内ネットワークでの発信となるため、院外への誤送付のリスクがない

✓ 既読表示があるため、電話等での既読確認が不要

✓ メッセージの検索性が高く、過去のやり取りも簡単に検索が可能
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ICTを活用した取り組みの例 ③

グループウェアを活用した設備予約

✓ 会議室の予約状況を全員がリアルタイムで確認することができる

そのため、スムーズな予約が可能となり、日程調整の手間を大幅に省略できる

✓ 公用車や共用備品について使用状況が把握できるため、必要時にすぐに使用することができる
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ICTを活用した取り組みの例 ④

スマートフォンの活用

✓ スマートフォン上で勤怠入力やスケジュール、チャット、メール等の確認が可能

✓ 通勤時や移動時間等の隙間時間を活用し、自分の好きな時間に効率よく業務を遂行できる

25
（スマホ上の勤怠システム画像）
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(５) タスクシフト/シェア

① 看護師による特定行為の実施

⚫ 吸器関連 （人工呼吸療法に係るもの）

⚫ 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

⚫ 循環動態に係る薬剤投与関連

⚫ 感染に係る薬剤投与関連 （2024年～）

⚫ 創傷管理関連 （2024年～）

⚫ 創部ドレーンの抜去 （2024年～）

② 臨床工学技士による麻酔科医補助業務

⚫ 臨床工学技士２名を麻酔科医補助業務従事者として配置 （2025年～）

⚫ 麻酔準備や麻酔導入・離脱の介助、麻酔維持 （麻酔科医と一緒に）、一次対応を行っている
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(５) タスクシフト/シェア

③ 外来・病棟クラークの配置

⚫ 外来診察室に外来クラークを１名配置

検査・入院オーダーの代行入力、診断書・処方箋作成の

補助、検査予約、結果説明の補助などを担当

⚫ 各病棟に病棟クラークを２名配置

入院・退院手続き、カルテ管理、面会対応、電話対応、

検査の案内などを担当

④ 医局秘書の配置

⚫ ２０２２年より診療科秘書とは別に６名の医局秘書を配置
医師の業務補助や事務手続き、業者が実施する勉強会
の調整など幅広い業務を担当

参考：入院診療計画書の代行作業の手順



導入前（〜2021年2月） 導入後（2021年2月〜）

病院のDX：ロボット調剤室（内服薬・外用薬）

➢ 錠剤・外用剤の自動ピッキングと在庫管理を連動したロボット調剤室
➢ 調剤棚をなくし、ロボットの中に錠剤、外用剤（650品目）を配置
➢ 医薬品の取り揃えをロボットと薬剤師以外の者にタスクシフト
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(６) 勤務環境の改善

医師の増員

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

医師数 342人 351人 363人 378人 382人 405人

増員数
（前年差）

ー ＋９人 ＋１２人 ＋１５人 ＋４人 ＋２３人

2019年度比

＋６３人

医師数の推移 

※研修医を含み、歯科医師・再任用者を除く

※４月１日時点の人数
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(６) 勤務環境の改善

① 麻酔手当の新設 （2024年度～）

 診療報酬の定めによる「マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔」に従事した
 麻酔科医師に対し支給 

②  応援医師手当の増額

 医師確保困難診療科については、個別に単価を増額することで応援医師を雇用し、
 当直や外来の負担を軽減

麻酔時間 指導医/専門医 認定医／標榜医 

４時間超 １件 6,800円 １件 3,400円 

２時間超４時間まで １件 4,600円 １件 2,300円 

２時間まで １件 3,800円 １件 1,900円

医師の処遇改善
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(６) 勤務環境の改善

③ 人事評価制度の試行実施 （2024年度～）

 医師の人事評価制度を見直し、評価に応じて一時金を支給

④ 兼業制度の見直し （2024年度～）

 新たに、医業（臨床業務）を兼業として認めることとする

JOY×JOY交流会

 女性医師同士の交流を目的としたランチタイムミーティングを開催（2024年3月）

医師の処遇改善

女性医師の交流会の実施
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本日の内容

34

進め方の検討

職員の意識改革

実態把握

業務改革の推進

（１） 働き方改革検討委員会の設置

（２） 病院方針とグランドルールの設定

（３） 労務管理の適正化

（４） 業務改革の推進

（５） タスクシフト/シェア

(６) 勤務環境の改善

１．働き方改革に関する当院のこれまでの主な取り組み

２．今後の検討事項と課題



当院の時間外勤務の状況
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２.今後の検討事項・課題

■ 特例水準（B/C-1水準）の 中長期的な視点での時間外労働を削減する方策の検討

長時間労働に関する構造的な課題を抱える診療科 （主にB水準） に対して、中長期的な視点で    
人材確保策を検討する等、時間外労働を削減する方策を検討中

■ 人員増に伴う人件費増加への対応

時間外労働を削減のための人員増により人件費が増加し、固定費の増加によって病院経営に    
影響が生じていることへの対応が必要

■ 働き方改革を進めてきたことによる影響についての調査

働き方改革により、自身の業務や生活にどのような影響があったかについてアンケートを実施
今後これらのアンケート結果もふまえ、対応を検討
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ご清聴ありがとうございました
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